
定員適正化計画

平成２３年３月

宇治田原町



１　これまでの定員管理の状況
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　平成１８年３月に策定した前計画においては、計画最終年度（平成２２年度）の職員数に
ついて、１２７人（一般行政８８人、特別行政２３人、公営企業等１６人）としていたが、
介護保険事業また地域包括支援センター事業等の福祉分野の需要の拡大に伴い、増員した部
門があったものの事務事業の見直し等を行い一般行政部門については減員を行った。
　その結果、平成２２年度の職員数については１２７人（一般行政８６人、特別行政２２
人、公営企業等１９人）であり、全体における定員適正化計画数においては±０という状況
にある。
　社会経済情勢は依然として丌透明な状況にある今日において、地域主権による地方分権の
流れを見極めつつ、住民ニーズの多様化・高度化に対応し、将来像に掲げている「心をつな
ぎ　ともに創る　茶文化のまち」の実現をめざし、住民との協働のまちづくり、次代を切り
拓く施策の実施、自主・自立の財政基盤の確立を基本方針として、「宇治田原町第４次まち
づくり総合計画」を着実に実行しなければならない。
　このようの状況の中、効率的な行財政運営により行政の使命である住民福祉の向上に取り
組むため、職員の事務能力向上、事務事業の合理化、行政需要に効果的かつ柔軟に対応でき
る組織の改革を行う等、定員適正化計画を定め、適切な職員数の管理を行うものである。
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２　類似団体別職員数との比較

類似団体との比較

※単純値は全類似団体で算出した平均職員数、修正値は職員配置が行われている団体の平均職員数。
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　本町は、Ⅲ-2型であり、人口：10,000人～15,000人、産業構造：Ⅱ次・Ⅲ次
80％以上かつⅢ次55％以上の団体に該当しています。

　類似団体別職員数と比較した結果、平成21年4月1日現在で、一般行政職員は単純値で6
人超過、修正値で1人超過、普通会計全体では単純値で6人超過、修正値で5人超過してい
ることになります。
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　類似団体別職員数は、すべての市区町村を対象にして、その人口と産業構造（産業別
就業人口の構成比）の２つの要素を基準として、いくつかのグループに分け、グループ
に属する市区町村の職員数と人口をそれぞれ合計して、グループごとに人口１万人当た
りの職員数を算出し、そのグループを類似団体として職員数の比較をするものです。
　なお、他の市町村との比較を行う観点から、実施している事業にばらつきがある公営
企業等会計部門は除外し、普通会計職員数を対象としています。

　類似団体の数値は、職員数：平成21年4月1日現在地方公共団体定員管理調査による
職員数を使用しています。
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３　定員適正化の目標

（１）基本方針

①行政組織の検証・見直し

②事務の合理化・簡素化の推進

③職員の意識向上と人材育成

④ 新規採用職員の抑制

⑤民間委託等の推進

（２）計画期間

　平成２３年度～平成２７年度

（３）目標職員数

　行政運営の効率化及び住民サービスの向上とコスト縮減についても充分に配慮し、民間委
託等を積極的かつ計画的に進め、定員の削減に努めます。

　平成22年4月1日現在の職員数127人を基準として、平成27年4月1日までに2名を純減
し、125名とします。

　業務の多様化や量に応じて、戦略を持った行政運営を進めるため、常に組織・機構を検証
するとともに、事務の効率化はもちろんのこと、住民にとってわかりやすく、利用しやすい
柔軟で機動的な組織・機構を構築します。

　行政事務全般について見直しを行い、行政サービスの低下に配慮しつつ民間委託を推進し
ます。また、事務の効率化、迅速化、正確化を図るため更なる電子化の推進に努めます。

　職員一人ひとりが、全体の奉仕者であるという自覚のもとに、常に職務に対し意欲と責任
を持って取り組み、能力を最大限に発揮できる仕組みづくりを進め、時代の変化に的確に対
応できる人材の育成を積極的に推進していきます。

　専門職員を除き新規採用職員の採用について、業務に支障がないことを配慮しながら、従
来以上に極力定員の縮減を行うとともに、増員の抑制に努めます。また、技能労務職につい
ては、原則退職者丌補充とし、新規採用は行わず、臨時的任用により対応します。

　地方分権の推進に伴う権限委譲、少子・高齢化等の一層の進展、住民の価値観の多様化、
安心・安全、環境などに対する関心の高まり等社会経済情勢が大きく変化しています。今後
ますます多様化・複雑化していく中で、住民福祉の向上のための事務事業の変化に的確・柔
軟かつ弾力的に対応でき、最小の経費で最大の効果を挙げる必要があります。
　定員管理については、スクラップ・アンド・ビルドの徹底を基本として、従来以上に極力
定員の縮減を行うとともに、増員の抑制をすること、あわせて、限られた人的資源を有効活
用するために職員の資質の向上を図り、適材適所等により貴重な人材の有効活用を進めてい
きます。
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翌年4月1日職員数

退職者予定数は当該年度の4月1日から3月31日に退職する者で、採用予定者数は4月2
日から翌年度4月1日の間に採用する者であり、退職予定者数は、定年退職者のみの数値
である。
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